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 昭和 60 年４月 23 日付け諮問第 10号「航空無線通信の技術的諸問題」のうち「広

域マルチラテレーションシステムの無線設備に関する技術的条件」について、審議の

結果、別添のとおり答申する。 

 

 
 
 
   印 

（案） 



別添 

 

 

昭和 60年４月 23日付け諮問第 10 号「航空無線通信の技術的諸問題」のうち「広

域マルチラテレーションシステムの無線設備に関する技術的条件」に対する答申 

 

広域マルチラテレーションシステムの無線設備に関する技術的条件は、以下のと

おりとすることが適当である。 

 

１ ＡＴＣトランスポンダ占有率 

質問信号（他の質問信号送信設備が送信する質問信号を含む。）によってＡＴＣ

トランスポンダが占有される時間は、当該ＡＴＣトランスポンダを搭載する航空機

の位置の更新間隔に対して２％を超えてはならないこととする。 

なお、更新間隔とは、あるモードの質問により航空機位置を更新した後、次に同

一のモードの質問により航空機位置を再更新するまでの間などを意味する。 

 

２ ウィスパーシャウト質問方式における質問信号及び抑圧信号の特性 

当該システムの質問信号及び抑圧信号の特性は、航空機衝突防止装置（ＡＣＡＳ）

の質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性によることとする。 

具体的には、モードＡ／Ｃ質問信号またはモードＡ／Ｃ一括質問信号に抑圧パル

スＳを使用することができるものとし、さらに、この場合の抑圧パルスＳについて

はＡＣＡＳにおいて合致することとされている条件と同一の条件（ＡＣＡＳⅠ※に

特化した条件を除く。）とする。 

※ 国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）においては、周辺航空機の位置情報のみを提

供するＡＣＡＳを「ＡＣＡＳⅠ」、位置情報に加え、垂直方向の回避アドバイザ

リを与えるＡＣＡＳを「ＡＣＡＳⅡ」として標準方式等を規定されている。あ

くまでもＡＣＡＳの種類を整理したものであり、ＷＡＭにおいては「ＡＣＡＳ

Ⅰ」に特化した条件を設ける必要はない。 

 


